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第
一
報
で
は
、
出
羽
三
山
信
仰
の
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
に
お
け
る
調
査

結
果
を
分
析
し
た
が
、
本
報
で
は
あ
と
の
茨
城
県
・
埼
玉
県
に
つ
い
て
の
調
査
報

告
を
行
う
。︻
表
一―

四
～
五
参
照
︼

 

こ
の
表
一
は
、
収
集
し
た
出
羽
三
山
塔
の
デ
ー
タ
を
、
県
別
で
造
立
年
代
順
に

並
び
替
え
、
さ
ら
に
出
羽
三
山
︵
湯
殿
山
・
月
山
・
羽
黒
山
︶
の
並
び
方
の
変
遷

が
わ
か
る
よ
う
に
分
類
記
号
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
表
か
ら
、
三
山
の
刻
ま
れ

方
が
年
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

 

各
県
別
で
見
て
み
る
と
、
岩
手
県
に
お
い
て
は
、
胆
沢
町
南
都
田
の
安
永
︵
一

七
七
三
︶
年
﹁
奉
真
行
湯
殿
三
山
供
養
塔
﹂
を
初
出
と
し
て
、
花
巻
市
新
田
の
明

治
三
︵
一
八
七
〇
︶
年
﹁
湯
殿
三
山
﹂
の
明
治
初
年
に
か
け
、
湯
殿
山
が
中
心
に

な
る
Ａ
タ
イ
プ
が
大
半
を
占
め
、
Ｂ
タ
イ
プ
、
Ｃ
タ
イ
プ
は
少
な
い
。
そ
れ
が
、

明
治
一
六
︵
一
八
八
三
︶
年
頃
か
ら
、
月
山
を
中
心
と
す
る
Ｂ
タ
イ
プ
が
増
大
し
、

Ａ
・
Ｂ
タ
イ
プ
が
同
数
程
度
出
て
来
る
よ
う
に
な
る
。

 

宮
城
県
で
は
、
明
治
初
年
ま
で
は
湯
殿
山
の
Ａ
タ
イ
プ
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の

他
の
Ｂ
や
Ｃ
の
タ
イ
プ
は
少
な
い
。
そ
の
後
、
明
治
二
八
︵
一
八
九
五
︶
年
か
ら
、

急
激
に
月
山
を
中
心
に
置
い
た
Ｂ
タ
イ
プ
が
増
え
、
Ａ
と
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
。

 

続
い
て
、
出
羽
三
山
信
仰
が
江
戸
時
代
の
初
頭
か
ら
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
関
東
の
茨
城
県
で
は
、
東
北
二
県
と
同
様
に
、
明
野
町
の
正
保

四
︵
一
六
四
七
︶
年
﹁
湯
殿
山
供
養
塔
﹂
の
よ
う
な
Ａ
タ
イ
プ
が
大
半
を
占
め
る
。

Ｂ
タ
イ
プ
が
増
え
始
め
る
の
は
明
治
三
三
︵
一
九
〇
〇
︶
年
頃
で
あ
る
。

 

埼
玉
県
で
は
、
四
一
基
と
デ
ー
タ
が
少
な
い
も
の
の
、
Ｂ
タ
イ
プ
が
増
え
始
め

る
の
は
明
治
二
六
︵
一
八
九
三
︶
年
頃
で
あ
る
。

 
 
 

二 

併
刻
塔
に
見
る
地
域
的
格
差

 

次
に
、
出
羽
三
山
と
共
に
刻
ま
れ
た
ほ
か
の
信
仰
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
近
世
交
通
史
の
山
本
光
正
氏
は
、
地
蔵
や
庚
申
信
仰
な
ど
と
共

に
刻
ま
れ
て
い
る
道
標
を
﹁
併
用
道
標
﹂
と
い
う
名
称
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
道
標
に
限
定
せ
ず
、む
し
ろ
信
仰
の
面
に
重
点
を
置
く
た
め
、便
宜
上
﹁
併

刻
塔
﹂
と
名
付
け
る
。
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前
掲
し
た
表
一
に
お
い
て
﹁
併
刻
﹂
の
欄
に
○
印
を
付
け
た
も
の
、
こ
こ
で
い

う
併
刻
塔
の
み
を
摘
出
し
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
。︻
表
二―

一
～
五
参
照
︼

 

併
刻
塔
は
、
秋
田
県
を
除
く
全
て
の
県
に
お
い
て
、
収
集
数
の
二
割
か
ら
七
割

を
占
め
て
い
た
。

 

表
三
は
、
今
回
摘
出
し
た
各
県
別
の
出
羽
三
山
塔
の
造
立
数
と
そ
れ
に
占
め
る

併
刻
塔
の
割
合
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
岩
手
県
に
限
っ
て
は
、
全

体
の
出
羽
三
山
塔
が
五
二
五
基
、
併
刻
塔
が
一
〇
四
基
で
、
そ
の
割
合
は
二
十
％

と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
旧
藩
に
よ
る
違
い
を
見
る
た
め
分
け
て
集
計
し
た
。

︻
表
三
参
照
︼

 

こ
の
併
刻
塔
は
、
県
別
・
地
域
別
で
は
っ
き
り
と
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
。

 

併
刻
さ
れ
て
い
る
信
仰
を
み
る
と
、
北
は
青
森
県
の
岩
木
山
、
南
は
三
重
県
の

伊
勢
神
宮
、
和
歌
山
県
の
高
野
山
・
四
国
八
十
八
ヶ
所
な
ど
に
至
る
ま
で
、
そ
の

範
囲
は
東
北
か
ら
四
国
に
至
る
ほ
ぼ
全
国
の
霊
山
・
霊
場
・
札
所
寺
院
な
ど
が
散

見
し
て
い
る
。︻
表
四
参
照
︼

 

次
に
併
刻
塔
を
東
北
・
関
東
に
分
け
て
見
る
と
、
東
北
地
方
で
は
、
岩
木
山
・

岩
手
山
・
早
池
峰
山
・
金
華
山
・
蔵
王
山
・
鳥
海
山
な
ど
出
羽
三
山
に
比
較
的
近

い
東
北
の
山
々
お
よ
び
金
比
羅
宮
・
庚
申
塔
・
二
十
三
夜
塔
が
主
で
あ
る
。

 

関
東
地
方
で
は
、
坂
東
三
十
三
ヶ
所
・
秩
父
三
十
四
ヶ
所
、
四
国
八
十
八
ヶ
所

な
ど
の
札
所
︵
巡
礼
︶
、
さ
ら
に
関
東
か
ら
中
部
・
北
陸
・
近
畿
に
至
る
、
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
南
に
位
置
す
る
霊
山
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

 

二
つ
の
地
域
を
比
較
す
る
と
、
東
北
で
は
金
比
羅
宮
以
外
、
ほ
ぼ
地
元
の
霊
山

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
関
東
で
は
、
東
北
の
霊
山
は
金
華
山
・
塩
竈
神
社
と
い
う

宮
城
県
の
み
で
、
他
は
全
て
西
日
本
の
霊
場
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
地
域
格
差
が

見
ら
れ
た
。

 

ま
た
、
関
東
で
は
約
九
割
の
併
刻
塔
に
巡
礼
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

東
北
で
は
た
だ
一
基
、岩
手
県
金
ヶ
崎
町
上
永
沢
の
一
八
二
五
年
造
立
の
も
の
︵
表

二―

二
参
照
︶
に
﹁
西
国
三
十
三
ヶ
所
﹂
と
見
え
る
だ
け
な
の
も
大
き
な
違
い
で

あ
る
。

 

以
上
の
よ
う
に
、
出
羽
三
山
と
共
に
刻
ま
れ
て
い
る
信
仰
に
は
、
東
北
と
関
東

で
大
き
な
地
域
差
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
違
い
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

一
つ
は
、
そ
の
霊
場
ま
で
の
﹁
距
離
﹂
が
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
北
の
山

々
︵
霊
場
︶
は
、
そ
の
信
仰
が
地
域
の
み
で
行
わ
れ
、
全
国
に
拡
大
し
な
か
っ
た

こ
と
も
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
山
岳
の
信
仰
圏
の
問
題
が
背
景
に

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

 

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
何
故
関
東
地
方
の

出
羽
三
山
塔
に
西
国
三
十
三
ヶ
所
・
四
国
八
十
八
ヶ
所
な
ど
の
巡
礼
が
多
く
刻
ま

れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
出
羽
三
山
と
は
逆
方
向
か
つ
遠
距
離
で
あ
り
、
さ

ら
に
、
参
詣
と
い
う
直
線
的
な
行
為
と
巡
礼
と
い
う
円
形
的
な
行
為
が
ど
う
し
て

同
じ
石
造
物
に
刻
ま
れ
た
の
か
。

 

確
か
に
、
西
国
や
四
国
は
東
北
か
ら
見
れ
ば
遠
隔
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
例
え
ば
近
世
中
期
の
岩
手
県
一
関
市
か
ら
西
国
巡
礼
を
す
る
場
合
、
か
か

る
日
数
は
往
復
で
約
三
ヶ
月
で
あ
り
、
気
楽
に
行
っ
て
帰
れ
る
距
離
で
は
な
い
。

し
か
し
、
東
北
地
方
で
は
比
較
的
数
の
少
な
い
廻
国
供
養
塔
︵
六
十
六
部
供
養
塔
︶

と
の
併
刻
に
関
し
て
は
、
距
離
だ
け
で
な
く
、
そ
の
地
域
ご
と
の
信
仰
形
態
が
大

き
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

︵
2
︶

︵
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︵
3
︶
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ま
た
、
出
羽
三
山
塔
の
造
立
に
は
、
特
に
南
関
東
︵
常
陸
地
方
中
心
︶
で
は
、

塚
と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
る
。

 

特
に
、
近
世
初
頭
︵
と
く
に
寛
永
年
間
︶
に
出
羽
三
山
信
仰
に
関
連
し
て
造
立

さ
れ
た
石
造
物
や
塚
の
築
か
れ
方
と
の
問
題
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
歴
史
民
俗
資
料
学
の
立
場
か
ら
﹁
近
世
村
落
の
成
立
事
情
を
考
案

す
る
必
要
、
特
に
村
の
境
界
性
な
ど
の
視
点
か
ら
も
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

 

そ
の
結
果
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
茨
城
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東

京
都
、
神
奈
川
県
で
一
四
三
一
基
の
出
羽
三
山
塔
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
一
報
・
第
二
報
で
は
﹁
収
集
し
た
出
羽
三
山
塔
の
デ
ー
タ
﹂
の
う
ち
、
岩
手
県

宮
城
県
、
秋
田
県
、
茨
城
県
、
埼
玉
県
の
調
査
報
告
の
分
析
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

千
葉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

註
︵
１
︶
山
本
光
正
﹁
近
世
及
び
近
現
代
に
お
け
る
道
標
の
成
立
と
展
開
﹂
国
立
歴
史

 
 
 
 
 
 

民
俗
博
物
館
︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
﹄
三
二
集
︶
一
九
九

 
 
 
 
 
 

一
年
三
月

︵
２
︶
千
葉
明
夫
﹁
西
国
巡
礼
記
﹂︵
県
南
史
談
会
編
﹃
平
成
六
年
度
研
究
紀
要
二
四

 
 
 
 
 
 

集
﹄
一
九
九
五
年
︶
に
、
寛
保
元
︵
一
七
四
一
︶
年
五
月
十
五
日

 
 
 
 
 
 

に
仙
台
藩
領
増
沢
村
︵
現
・
岩
手
県
藤
沢
町
増
沢
︶
か
ら
出
発
し
、

 
 
 
 
 
 

仙
台
を
通
り
江
戸
を
経
由
し
て
西
国
巡
礼
を
行
っ
た
後
、
信
濃
善

 
 
 
 
 
 

光
寺
に
参
詣
し
て
八
月
十
八
日
に
帰
宅
す
る
、
九
十
三
日
間
の
旅

 
 
 
 
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

︵
３
︶
西
海
賢
二
﹁
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
大
日
研
究
﹂
︵
湯
殿
大
日
信
仰
と
天
道

 
 
 
 
 
 

念
仏
︶
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

於
土
浦
市
立
博
物
館
︶

 
 
 
 
 
 

徳
原
聰
行
編
﹃
常
陸
・
寛
永
期
の
大
日
石
仏
﹄
所
収 

筑
波
書
林

 
 
 
 
 
 

二
〇
〇
三
年
三
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
文
学
部
日
本
文
化
学
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１

人
文
学
部
日
本
文
化
学
科(

二
〇
〇
三
年
度
卒
業)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵
二
〇
〇
六
・
三
・
八
受
付 

二
〇
〇
六
・
五
・
十
七
受
理
︶

︵
3
︶
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